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rastraとvisaya

沼 田 一 郎

1.マ ヌ法典(Mn.)を はじめ とす る ダルマ文献のみな らず,マ ハーバーラタ

(MBh.)や 諸プラーナにはRajadharmaと 称されるセ クションがあ り,そ こには

王の 日常生活をはじめ,国 家経営から村落統治にいたるまでの社会の現実に関わ

るような記事がある。また,カ ウティリヤの実利論(Arth.)は これらの部分と共

通する内容を本領としているので王権や古代史の記述にはしぼしば用いられる資

料である。本稿ではこれらを資料とし て,国 家と法の問題を検討す る こ とにす

る。

まず,王 には法の制定能力があるか否か,と い う問題がある。王にはその権能

はないとい うのが通説になっているが,制 定されたダルマを運用するのは王の役

割と考えてよい。それでは,ダ ルマを運用する際にどのような範囲でそれが可能

なのであろ うか。

2.古 代のイソド人が現代的な意味での 「国家」意識を持っていたかどうかは必

ずしも明らかではないが1),王 権の及ぶ範囲を何らかの条件で限定しているは ず

であ る。Arth.に よると,こ のような概念はvisayaと 呼ぼれる。

krtyakrtyapaksopagrahah svavisaye vyakhyatah, paravisaye vacyah•\/1.14.1/

自国において取 り込む ことので きる者たち と,取 り込む ことので きない者たちについて

説 明された。次に敵国について述べ られ る。

iti svavisaye vyakhyatam/ paravisaye tu•\/2.16.17-18/
以上 自国につい ては説 明された。次に敵 国に ついては 。

この よ うに,Arth.に お い て はsva-visayaとpara-visayaと が 一 対 に な って

用 い られ て い る例 が 見 られ る。

ダル マ文 献 に は 同様 に 自国 と敵 国 を 対 置 させ る表 現 と して 次 の よ うな もの が あ

る。

svarastre nyayavrttah (-dandah: Vis. 3. 96) syad bhrsadandas ca satrusu/Mn. 

7.23ab/2)

自国においては正 し く行動 し,敵 に対 しては厳 しく刑罰を科す るべ きである。

こ こで は,敵(satru)に 対 置 され て い る のはsvarastraで あ る が,他 に ダル マ
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文 献 に はsva-,para-rastraを 対 置 させ る用 例 が あ る。

svarastrapararastrayos ca caracaksuh syat, /Vis. 3.35/

自国においても敵 国においてもスパイの 目があるべ し。

parenabhiyuktas ca sarvatmana svarastram gopayet /Vis. 3.43/

敵に攻撃 された ら全 力で自国を守 るべ きである。

ya eva nrpater dharmah svarastraparipalane/ 

tam eva krtsnam apnoti pararastram vasam nayan /Ydj. 1.342/

王が敵国を支配 して得 るダル マは,自 国を守護す るときに得 るの と全 く同じで ある。

しか し,ダ ル マ 文 献 に はArth.に 見 られ るsva-,para-visayaの 用 例 は 見 られ

な い 。

国 家 の 領 域 が 問 題 に な るの は,刑 罰 規 定 に お い て は 「国 外 追 放 」 で あ る 。追 放

す る こ とに よ っ て王 の主 権 の 及 ぼ な い領 域 に 出 す と考 え る。

Arth.で は この よ うな ケ ース はnirvisayaと 呼 ば れ て い る。

brahmanam papakarmanam uddhusyankakrtavranam/ 

kuryan nirvisayam raja vasayed akaresu va /4.8.29/

悪 事をな したバ ラモンは公開 して烙 印を押 し,王 は追放 するか,鉱 山に住 まわせるべ き

である。

svaya m grasitaro nirvisayah karyah /4. 13. 2/

[食すべ きでない ものを]自 ら食べた者には,追 放が科 せられ るべ きである。

svapakigamane krtakabandhankah paravisayam gacchet, 

svapakatvam va sudrah /4.13.34/

シ ュヴァパーカの女 と交 わ った ら,胴 体の烙印を押 して他 国へ追放す るべ ぎである。

これ ら に対 し て ダル マ文 献 で は,こ の よ うな ケ ー スはnirvisayaと 呼 ば れ る こ

とな く,rastraか らの 追 放 で あ る。

yo gramadesasamghanam krtva satyena samvidam/ 

visamvaden naro lobhat tam rastrad vipravasayet /Mn. 8.219/

村落,地 域,サ ンガとの間に宣誓に よ っ て締結 し た協 定を,欲 望 の故に破 る者rastra

か ら追放 され るべ し。

na jatu brahmanam hanyat sarvapapesv api sthitam/ 

rastrad enam bahih kuryat samagradhanam aksatam /Mn. 8.380/

どのよ うな罪 を犯 していても決 してバ ラモンを殺 してはな らない。

全財産を持たせて傷つけ ることな く彼をrastraか ら追放す るべ きであ る。

aassu brahmanasyaiva karyo madhyamasahasah/
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vivasyo va bhaved rastrat sadravyah saparicchadah /Mn. 9.241/

[以上 の]罪 について,バ ラモンには中位 の罰金を科す るべ きであ る。

あ るいは,財 産 と所持 品を持 たせてrastraか ら追放す るべ きであ る。

ganadravyam hared yas to samvidam langhayec ca yah/ 

sarvasvaharanam krtva tam rastrad vipravasayet /Yaj. 2. 187/

ガナの所有物を盗んだ者,そ して協定を破 った者は,す べ てを没収 して,rastraか ら追

放す るべ きである。

cauram pradapyapahrtam ghatayed vividhair vadhaih/ 

sacihnam brahmanam krtva svarastrad vipravdsayet /Yaj. 2.270/

泥棒 には盗 品を返却 させてか ら,種々 の体 刑に よって殺 すべ きであ る。

バ ラモンは烙 印を押 して 自国か ら追放 するべぎであ る。

nirvisayaはArth.以 外 に は 用 例 が な い。 ま た,MBh,に はsva-visayaは 数

例 見 られ るが,sva-,para-rastraの 用 例 の方 が 多 い3)。

3.ま た,王 の権 能 とし て重 要 な 徴税 に 関 し て も この用 法 を 傍 証 す る こ とが で き

る 。 ダル マ文 献 に見 られ る 税 は,bali,kara,sulkaの3種 が知 られ る 。

asasams taskaran yas to balim grhnati parthivah/ 

tasya praksubhyate rastram svargac ca parihiyate /Mn. 9.254/

王 が 盗賊 を 懲 ら しめ る こ とな くbaliを 徴 収 す る な ら,彼 のrastraは 混 乱 し,彼 は 天 界

を 失 うで あ ろ う。

yatha phalena yu jyeta raja karta ca karmanam/ 

tathaveksya nrpo rastre kalpayet satatam karan/ 

yathalpalpam adanty adyam varyoko va.tsasatpadah/ 

tathalpalpo grahitavyo rastrad rajnabdikah karah /Mn. 7.128-9/

王は,王 と事業者が ともに恩恵 にあずか る ようにrastraに おけ るを決め るべ きであ る。

ヒル,子 牛,蜂 が少 しずつ食べ る ように,王 は毎年のkaraをrastraか ら少 しずつ徴収

す るべ きであ る。

mriyamano ' py adadita na raja srotriyat karan/ 

na ca ksudhasya samsidec chrotriyo visaye vasan/ 

yasya rajnas to visaye srotriyah sidati ksudha/ 

tasyapi tat ksudha rastram acirenaiva sidati /Mn. 7.133-4/4)

例 え 死 に 瀕 して い て も王 は シ ュロー ト リヤか らをkaraと って は な らな い 。

彼 のvisayaに 住 む シ ュ ロー ト リヤが 飢 え て 弱 って は な らな い 。

あ る王 のvisayaで シ ュ ロー トリヤ が 飢 え て 弱 るな らそ の王 のrastraも また 遠 か らず し

て 飢 えて,弱 る。
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astau masan yathadityas toyam harati rasmibhih/ 

tatha haret karam rastrat nityam arkavratam hi tat /Mn. 9.305/

太陽が8ヵ 月間 日光 に よって水を奪 うように,常 にrastraか らkaraを 徴収す るべ きで

ある。それは太陽 の行 いであ る。

以 上 の よ うにbali,karaず れ もrastraか らの 微 収 で あ る 。

Arth.で は,税 の 徴 収 は 次 の よ うに 記 述 され る 。

pindakarah sadbhagah senabhaktam balih kara utsangah parsvam parihinikam 

aupayanikam kaustheyakam ca rastram /2.15.3/

集 合 税,6分 の1税,軍 の糧 秣,bali,kara,膝(?),賄 賂,賠 償 金,贈 り物,そ し

て,倉 庫 か らの もの がrastraか らの 収 益 であ る。

sita bhago balih karo vanik nadipalas taro navah pattanam vivitam vartani 

rajjus corarajjus ca rastram /2. 6. 3/

農産物,分 け前,bali,kara,商 人,河 川の保守,渡 し,船,港,牧 場,道 路,縄[に

よる測量],そ して泥棒 を縄[で 捕 らえ ること]がrastraに かかわ るものであ る。

これ だ け を 見 る と,Arth.に お い て もrastraが ダル マ文 献 と同 じ用 法で 用 い

られ てい る よ うで あ るが,Arth.で はrastraはdurgaやpuraと 対 置 され5),都

市 に 対 す る 「地 方 」 の 意 味 で 用 い られ て い る。

こ の よ うな用 例 は ダル マ文 献 に も若 干 あ る が,逆 にvisayaが 国土 の意 味で 用

い られ る こ とは 少 な い6)。

4.rastraはraj-に 由来 し,王 権 の観 念 と重 要 な結 びつ き を 有 す るが7),ダ ル マ

文 献 で はrastraを 国土 あ るい は 王 の 主 権 の 及 ぶ範 囲(す なわち王国)の 意 味で 用

い て い る。 しか し,Arth.で はrastraは 国 土 の 意 味 で は 用 い ら れ ず,そ の代 わ

りにvisayaを 用 い て い る と とが 明 らか とな った 。 この よ うな 差 異 は ど こ に 由 来

し て い る のか,と い う問題 に つ い て は別 の機 会 に ゆず る こ とに し た い 。

1)P.V.Kaneに よれ ば,古 代 イ ソ ドに は 現 代 的 な 意 味 で の国 家 意 識 は な い と い う。

HistoryoftheDharmasastra,vol.Ⅲ,P.136.

2)Medhatithiはsvarastraを 「カ シ ミール 人に と って の カ シ ミール,パ ー ソチ ャ ー ラ

人 に とっ て の パ ー ソチ ャ ー ラで あ る」 と説 明 し,Satruはpararastraと 解 して い る。

3)sva-;para-rastraが 単独 で用 い られ る だ け で な く並 記 され る の は,例 えぽ,4.28.

6;12.87.30;12.131.1;9.4.27;15.9.15な ど であ る。

4)こ の箇 所 はvisayaとrastraが 並 記 され て い る の で対 照 が 容 易 で あ る。 つ ま り,シ

ュロー トリヤが 住 ん で い る の は具 体 的 な場 所 と して のvisayaで あ る が,そ の 結 果 と

し て衰 退す る の は 王 のrastraで あ る。 注 釈 家(Kulluka,Govindaraja)も,visaya

をdesaと 説 明す るが,rastraは 特 に 言 い換 え な い 。visayaとrastraを 区 別 して 理 解
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して いるのであろ う。

5) durga+rastra : 1.16.9; 2.6.1; 3.12.2; 4.11.11; 5.1.1; 5.1.39; 5.1.47; 5.2. 

38; 5.3.26; 5.6.38; 7. 15.12; 12. ; 13. ; 13.5. 15; pura + rastra : 1. 16. 

7; 2.4.32; 2.16.21; 4.11.11.

6)ダ ル マ文 献 で は王 国 の要 素 を列 挙 す る とき にrastraとpuraあ る い はdurgaが 並 記

され る。Mn.7.157;9.294;Vis.3.33.Mn.9.294で はMedhatithiは 「puraと は 人

の 住 む 都 市(nagara)で,rastraと は 地 方(janapada)」,Kullukaは 「puraと は 城

壁 の築 か れ た 人 の住 む 都 市 。rastraと は地 域(desa)」 とす る。

7) J. Gonda: Ancient Indian Kingship from the religious Point of View, Leiden, 

1966, pp. 136-8, W. Rau: Staad and Gesellschaft im alten Indien nach den 
Brahmana Texten dargestellt, Wiesbaden, 1957, S, 72.
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